
２号認定を受けた方は預かり保育も無償化の対象となります。
幼稚園に預かり保育料を支払った後、下記請求手続きをしてください。
町から対象となる金額を保護者の口座に振込みます。
申請書を提出した日から無償化の対象となるため、提出以前の利用分は補助対象外です。

預かり保育の請求手続きのお知らせ

◆対象となる金額

上 限 額：1日４５０円×月の利用日数（最大月額１１，３００円まで）
※町立幼稚園では、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業も
補助対象となっていますが、この措置は町立幼稚園の預かり保育が年間２００
日以上開所できていないことによる特例措置であるため、２００日以上開所し
た際には補助対象外となります。そのため一時預かり事業やファミリー・
サポート・センター事業分の支払は開所日数が確定する４回目の支払い時期と
なります。

◆請求方法

２号認定（預かり保育無償化対象者）のみなさまへ

問い合わせ先
王寺町役場 子育て支援課

電話 0745-73-2001 （内18７）

提 出 物：「施設等利用費請求書（償還払い用）」
（役場窓口及び町HPでダウンロードできます）

「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書兼領収書」
（園から発行されますので、請求時まで保管してください）

提 出 先：王寺町役場 子育て支援課

利用期間 請求書の提出期限 支払い時期

４月～６月分 ７月１５日 ８月末頃

７月～９月分 １０月１５日 １１月末頃

１０月～１２月分 １月１５日 ２月末頃

１月～３月分 ４月１５日 ５月末頃
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①預かり保育料の支払

②「提供証明書兼領収書」の発行

③「請求書」・「提供証明書兼領収書」の提出

④審査後保護者の口座に振込（償還払い）

王寺町

提出期限：

※平日の８：３０～１７：１５の間にご提出ください。


